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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成25年9月26日(2013.9.26)

【公開番号】特開2013-150762(P2013-150762A)
【公開日】平成25年8月8日(2013.8.8)
【年通号数】公開・登録公報2013-042
【出願番号】特願2012-40892(P2012-40892)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   6/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ   6/00    ３５０Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成25年7月8日(2013.7.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
　そしてこの場合も、管電圧補正部４４において、実効管電圧が５０ｋＶになっていなか
ったことが検出されると、第１撮影装置１０により放射線画像を撮影した場合と同様の補
正処理がなされる。この管電圧補正部４４による補正処理は前述と同じものであるので、
ここでは詳しい説明を省略する。なお図１においては、第２撮影装置３０から出力された
デジタル画像信号Ｐｄｒが上記補正処理を受けた場合、その処理済みのデジタル画像信号
をＰｄｒ’と表している。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
　ただし、図５に示したような座標と濃度との関係は、撮影装置毎に固有のものとなるの
で、第２撮影装置３０によって撮影を行った場合のこの関係を図８に示す。ここで第２撮
影装置３０の放射線検出器３１は、ＧｏＳ（ガドリニウムオキサイドサルファ）からなる
シンチレータおよび固体光検出素子が積層されてなるものである。なお、図１には示して
いないが、上述のような放射線検出器として、ＣｓＩ（ヨウ化セシウム）からなるシンチ
レータおよび固体光検出素子が積層されてなるものも適用可能であり、その種の放射線検
出器が適用された撮影装置を以下、第３撮影装置と称することとする。図９には、そのよ
うな第３撮影装置で撮影を行った場合の、上記座標と濃度との関係を示してある。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】



(2) JP 2013-150762 A5 2013.9.26

【図１】
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